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合併協議会とは・・・

合併を行うこと自体の是非も含めて、

合併に関するあらゆる事項の

協議を行う組織

合併特例法のポイント　その１

合併協議会の設置

合併協議会での主な決議事項

新市町村計画
新市町村の基本構想に相当

事務事業の一元化に関する事項
地方税の取り扱い
電算システムの取り扱い
各種事務事業の取り扱い　など

自治体の存立に関わる基本的な事項
新市町村の名称
新市町村の事務所の設置　など
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合併前の旧市町村を単位とし

首長の諮問に答えたり

首長に意見を

述べたりする

市町村の附属機関

合併特例法のポイント　その2

合併前の各市町村の意思を反映する仕組
～「地域審議会」の設置～

熊本県（須恵村・深田村・免田町・岡原村・上村）　　　岩手県（大船渡市・三陸町）　熊本県（須恵村・深田村・免田町・岡原村・上村）　　　岩手県（大船渡市・三陸町）　

愛媛県（川之江市、伊予三島市、土居町、新宮村）の例愛媛県（川之江市、伊予三島市、土居町、新宮村）の例


